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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年５月１７日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                            委   員  庄 司 邦 昭 

                            委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月１０日（火） １３時００分ごろ 

発生場所 和歌山県広川町唐
か

尾
ろ

海岸沖 

 唐
から

尾
お

港北防波堤灯台から真方位２３７°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°００.３′ 東経１３５°０８.２′） 

事故調査の経過  平成２２年９月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ボンバイエ○
まる

号、０.１トン 

   ２５０－５１２３４大阪、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１２kＷ、平成１７年３月 

Ｂ 水上オートバイ ピッチー、５トン未満 

   ２５０－４６８７０大阪、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５kＷ、平成１３年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２２年３月１５日 

    免許証交付日 平成２２年３月１５日 

           （平成２７年３月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２４歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１８年６月２９日 

    免許証交付日 平成２１年６月２９日 

           （平成２３年６月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 負傷 ２人（同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部破口、中央部及び後部各割損、船尾部センターポール曲損 

Ｂ 船首部えい
．．

航フック曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか同乗者２人（以下、船長の後部の同乗者を「同乗者

Ａ１」及び最後部の同乗者を「同乗者Ａ２」という。）が乗船し、遊走する

ために唐尾海岸を発進した。 

 船長Ａは、広川町ばべ鼻を船首目標にして約４０km/hの速力（対地速

力、以下同じ。）で北進中、Ｂ船が、Ａ船の前方を左方から右方へ通過す

るのを視認したのち、Ａ船の右前方を同航する状況となったが、そのまま
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航行した。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の前方を通過したので、船長ＢがＡ船を認識して

いると思ってＢ船を右前方に見ながら北進中、Ｂ船が急に左転し、Ａ船に

向首する状況となったが、Ｂ船との衝突を避けることができず、平成２２

年８月１０日１３時００分ごろ、唐尾海岸沖において、Ａ船の右舷前部と

Ｂ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか同乗者２人が乗船し、唐尾海岸沖を遊走していた。 

 船長Ｂは、遊走中に周囲を見て海岸に水上オートバイが１隻いるのを確

認し、沖に向かって航行した。 

 船長Ｂは、約３５km/hの速力で北進中、沖まで遊走したので左に旋回し

ようと思い、操縦ハンドルを左に切って左転したところ、目前にＡ船を視

認したが、Ａ船との衝突を避けることができずにＢ船の船首部とＡ船の右

舷前部とが衝突した。 

 船長Ａは、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２が負傷していたので、友人に１１９

番通報を依頼した。 

 同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、到着した救急車により病院に搬送され、そ

れぞれ右膝下開放骨折を負った。 

（付図１ 事故発生場所図、付図２ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、気温 約３０℃、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 なし、潮汐 低潮時 

 その他の事項  唐尾海岸沖では、本事故当時、Ａ船及びＢ船だけが遊走していた。 

 船長Ａは、Ａ船の右前方にＢ船が位置して共に北進する状況になった

際、Ａ船の速力がＢ船の速力よりも少し速いと感じていた。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、唐尾海岸沖を北進中、Ｂ船が、Ａ船の

前路を左方から右方に通過してＡ船の右前方を同

航する状況となったのちに左転し、Ａ船に向けて

航行してきたことから、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、唐尾海岸沖を北進中、船長Ｂが適切な

見張りを行っていなかったことから、左後方のＡ

船に気付かずに左転してＡ船に向首する状況とな

り、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ａ船の前方を通過したＢ船が、Ａ船

の存在を認識しており、Ａ船に向けて左転するこ

とはないと思っていたものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の右前方を同航する状況

となった際、Ａ船がＢ船より速く、接近する状況

であったことから、適切な船間距離をとっていれ

ば、Ｂ船が左転しても本事故の発生を回避できた

可能性があると考えられる。 

 船長Ｂは、遊走中に周囲を見て海岸に水上オー
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トバイが１隻いるのを確認していたことから、Ｂ

船の周囲に他船はいないと思っていたものと考え

られる。 

原因  本事故は、唐尾海岸沖において、Ａ船及びＢ船が共に北進中、船長Ｂが

適切な見張りを行っていなかったため、左転したところＡ船に向首するこ

ととなり、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・水上オートバイの操縦ハンドルを切るときは、旋回側の状況を目視で

確認すること。 

 ・他の水上オートバイと同航する際は、適切な船間距離として航行する

こと。 
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付図１ 事故発生場所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 推定航行経路図 
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（平成22年 8月 10日 
13時 00分ごろ発生） 




